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戦略協議会等の設置について 

 

平成 25 年 10月 11日 

総合科学技術会議 

一部改正 平 成 2 8 年 7 月 2 2 日 

総合科学技術・イノベーション会議 

重要課題専門調査会 

 

１．戦略協議会等の設置について 

重要課題専門調査会（以下「当専門調査会」という。）では、第５期科学技

術基本計画（平成 28 年 1月 22日閣議決定。以下「第５期基本計画」という。）

に掲げられる重要な課題のフォローアップを行うほか、科学技術イノベーショ

ン総合戦略（以下「総合戦略」という）で重きを置くべき施策に特定された施

策の推進のためのフォローアップ等を行うこととし、詳細な調査・検討等を行

うため、総合戦略で提示された政策課題を踏まえ、当専門調査会の下に下記の

戦略協議会等を設置する。 

 

（１）戦略協議会について 

重要な課題（（２）、（３）に係るものを除く）に関して、分野毎に戦略協議

会を設置し、調査・検討等を実施する。 

 

（２）基盤技術検討会及び分科会について 

第５期基本計画第２章に提示された取組については、基盤技術検討会を設

置し調査・検討等を実施する。 

詳細な調査・検討等を行うに当たり、専門性が必要な対象について、基盤技

術検討会は分科会を設置し、調査・検討等を実施する。 

分科会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって基盤技術検討会

の議決とすることができる。 
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（３）ワーキンググループについて 

重要な課題の内、複数分野に共通する課題及び重要課題専門調査会会長が特

定する課題（上記（２）に係るものを除く）に関して、ワーキンググループを設

置し、調査・検討等を実施する。 

 

２．検討体制 

別紙のとおり。 

 

３．公開 

原則として公開で行う。 

 

４．戦略協議会等の庶務 

政策統括官（科学技術・イノベーション担当）において処理する。 

 

以 上 


